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１ 工事の請負契約の一部変更について

第 ４ ４ 号 議 案 資 料 担 当 建 築 部

工 事 名 日見大曲・宿町団地第１期整備事業

契約金額
変 更 前 １，４６４，１００，０００円

変 更 後 １，４９５，０３９，７００円

工 期
議会の議決を得た日から令和９年１２月２８日まで

※議会の議決を得た日 令和６年９月２０日

契 約 変 更 の 理 由 労務単価等が上昇したため、契約の金額を変更するもの。

相 手 方

西海建設・建友社設計共同企業体

代表者 長崎市興善町２番８号

株式会社 西海建設

代表取締役 寺澤 孝憲

長崎市平野町３番５号

株式会社 建友社設計

代表取締役 平松 晃一
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１ 工事の請負契約の一部変更について

工 事 概 要

１ 工事場所 宿町

２ 工事内容

（１）建築物の構造及び種別 鉄筋コンクリート造地下１階地上８階建

１棟 ３ＬＤＫ ２戸

２ＬＤＫ １２戸

２ Ｄ Ｋ ３２戸

１ Ｄ Ｋ １４戸

（２）建 築 物 の 面 積 建築面積 ６３２．６１平方メートル

延べ面積 ３，３８８．９６平方メートル

（３） そ の 他 機 械 設 備 工 事 一式

電 気 設 備 工 事 一式

構 内 舗 装 等 外 構 工 事 一式

昇 降 機 工 事 一式

附 属 施 設 工 事 一式

既 存 施 設 等 解 体 撤 去 工 事 一式
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２ 概 要

（１）目的
居住水準の向上を図り、住宅に困窮する市民生活の安定と社会福祉の増進、併せ

て地域のまちづくりに寄与するため、老朽化した日見大曲アパート及び日見大曲、宿
町住宅について、国の社会資本整備総合交付金を活用し、集約・建替えを行うもの。

（２）事業内容
整備住宅等の設計、建設業務等を事業者が一括で行うDB方式（デザインビルド）で、

新たに１棟６０戸の公営住宅を新築するため、工事の請負契約を締結し、令和６年度
から７年度にかけて基本・実施設計を行ったうえで建設工事に着手し、令和１０年１月
からの供用開始を目指すもの。

配置図

日見大曲ｱﾊﾟｰﾄ

日見大曲住宅

宿町住宅

（３）契約変更経過

当初契約

令和６年９月議会

【契約議案】

契約金額 １，４６４，１００，０００円

工 期 令和６年９月２０日から令和９年１２月２８日まで

１回目変更

令和８年２月議会

【契約変更議案】

契約金額の増額 ３０，９３９，７００円

変更契約金額 １，４９５，０３９，７００円

変更理由
労務単価等が上昇したため、契約の金額を

変更するもの。
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対象地

宿町第２住宅



２ 概 要
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建設工事費デフレーター
請求時点
３カ月平均

本契約時点
３カ月平均

（引用：国土交通省HP）

（４）変更概要

【抜粋】契約書約款第３５条（賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更）

１ 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が

不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金

額の１０００分の１５を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。

物価変動率
（α-１）

※物価指数 ： 建設工事費デフレーター（引用：国土交通省総合政策局情報政策課）
当該月の２か月前のデータを公表（例：６月末に４月分を公表）

＜参考＞変動額算定の概要

２０２４年

＝

× （ １＋（α—１） − ０．０１５ ）

- 5 -

請求時点

本契約時点

物価変動率を算定

残工事に対して、物価変動率を乗じ変更に応じる

※物価変動率の１．５％は受注者負担

変動後
残工事代金額

＝
変動前

残工事代金額

２０２５年

直近３か月間の物価指数の平均値

直近３か月間の物価指数の平均値

契約書約款第３５条（賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更）に基づき、変更を行ったもの。
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▼

２ 概 要

（４）変更概要
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２ 概 要
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（５）事業スケジュール

≪出来高≫
：実施済

：予定


